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安
倍
内
閣
の
臨
時
国
会
召
集
義
務
を
定
め
た
憲
法
第
五
十
三
条
違
反
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
以
前
に
お
い
て
、
臨
時
国
会
が
召
集
さ
れ
な
か
っ
た
年
の
う
ち
、
直
近
の
年
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
以
前
に
お
い
て
、
憲
法
第
五
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
臨
時
国
会
の
召
集
の
決
定
に
つ
い
て
内

閣
に
対
し
要
求
が
な
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
内
閣
に
お
い
て
そ
の
召
集
決
定
を
行
わ
な
か
っ
た
事
例
を
網
羅
的
に
示
さ
れ

た
い
。 

三 

前
記
二
に
お
け
る
全
て
の
事
例
に
つ
い
て
、
内
閣
に
お
い
て
召
集
決
定
を
行
わ
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
最
大
限
に
具
体

的
か
つ
詳
細
に
示
さ
れ
た
い
。 

四 

憲
法
第
五
十
三
条
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
安
倍
内
閣
が
理
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
詳
細
に
示
さ
れ
た
い
。
特
に
、「
い
づ
れ
か

の
議
院
の
総
議
員
の
四
分
の
一
以
上
の
要
求
が
あ
れ
ば
、
内
閣
は
、
そ
の
召
集
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
の
趣
旨
に

つ
い
て
具
体
的
に
示
す
と
と
も
に
、「
臨
時
会
の
召
集
要
求
が
あ
っ
た
場
合
に
、（
略
）
召
集
の
た
め
に
必
要
な
合
理
的
な
期

間
を
超
え
な
い
期
間
内
に
召
集
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
平
成
十
五
年
十
二
月
十
六
日
の
参
議
院
外

交
防
衛
委
員
会
に
お
け
る
政
府
参
考
人
答
弁
）
と
す
る
憲
法
解
釈
を
安
倍
内
閣
と
し
て
維
持
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
明

確
に
示
さ
れ
た
い
。 
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五 

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
一
日
に
お
い
て
、
憲
法
第
五
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
臨
時
国
会
の
召
集
の
決
定
に
つ
い
て
内

閣
に
対
し
要
求
が
な
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
内
閣
に
お
い
て
臨
時
国
会
の
召
集
決
定
を
行
わ
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
最

大
限
に
具
体
的
か
つ
詳
細
に
示
さ
れ
た
い
。 

六 

安
倍
内
閣
は
臨
時
国
会
の
召
集
決
定
を
行
う
こ
と
な
く
平
成
二
十
八
年
一
月
四
日
に
お
け
る
常
会
の
召
集
を
決
定
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
召
集
決
定
要
求
の
あ
っ
た
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
一
月
四
日
ま
で
の
期
間
が

「
召
集
の
た
め
に
必
要
な
合
理
的
な
期
間
を
超
え
な
い
期
間
内
」
と
考
え
る
理
由
に
つ
い
て
、
最
大
限
に
具
体
的
か
つ
詳
細

に
示
さ
れ
た
い
。 

七 

前
記
二
及
び
三
に
つ
い
て
、
召
集
決
定
要
求
の
あ
っ
た
日
か
ら
常
会
が
召
集
さ
れ
た
日
ま
で
の
期
間
が
「
召
集
の
た
め
に

必
要
な
合
理
的
な
期
間
を
超
え
な
い
期
間
内
」
と
考
え
る
理
由
に
つ
い
て
、
最
大
限
に
具
体
的
か
つ
詳
細
に
示
さ
れ
た
い
。 

八 

安
倍
内
閣
が
、
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
一
日
に
憲
法
第
五
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
臨
時
国
会
の
召
集
の
決
定
に
つ
い

て
要
求
が
な
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
臨
時
国
会
の
召
集
決
定
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
憲
法
第
五
十
三
条
に
違
反
す
る

憲
法
違
反
行
為
で
あ
り
、
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
の
憲
法
第
九
条
の
解
釈
改
憲
に
続
く
第
二
の
解
釈
改
憲
で
あ
り
、
国
民

主
権
及
び
議
院
内
閣
制
に
よ
る
議
会
制
民
主
主
義
を
破
壊
す
る
暴
挙
で
は
な
い
か
。 
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右
質
問
す
る
。 


